
令和５年３月６日

太田市立木崎中学校

保 護 者 様

太田市立木崎中学校

校 長 添田 良之

卒業式におけるマスクの取扱いについて

向春の候、保護者の皆様にはますます御健勝のこととお喜び申し上げます。また、

日頃より本校の教育活動へご理解とご協力を賜り、感謝申し上げます。

さて、標記の件につきまして、下記のとおりとさせていただきます。ご理解、ご協

力のほど、よろしくお願いいたします。

記

１ 卒業式におけるマスク着用について

卒業式の教育的意義を考慮し、卒業生は式典全体を通じてマスクを外しても差し

支えありません。ただし、校歌などを歌う場面ではマスクを着用することとします。

教職員、来賓、保護者、在校生はマスクを着用します。

なお、マスクの着用の有無による差別・偏見等がないよう適切に指導を行ってま

いります。

２ 年度内における卒業式以外の学校教育活動におけるマスクの着用について

令和５年３月３１日までの年度内における卒業式以外の教育活動については、従

来どおり文部科学省「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マ

ニュアル」等を踏まえつつ、メリハリのあるマスクの着用を指導してまいります。

３ ４月１日以降の新学期におけるマスクの着用について

学校におけるマスクの着用については、政府対策本部の決定により令和５年４月

１日から適用となるため、教育活動の実施に係る留意事項等については、改めて連

絡いたします。
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